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令和２年第２回上毛町議会定例会会議録 

（１日目） 

招集の場所  上毛町議会議場 

開閉会日時及び宣言 

令和２年６月２日 午前１０時００分 

─────────────────────────────── 

○応招（不応招）議員及び出席並びに欠席議員 

出席議員（１２名） 

 １番 髙西正人  ２番 友岡みどり  ３番 岩花寛之  ４番 田中唯登志 

 ５番 廣﨑誠治  ６番 宮本理一郎  ７番 峯 新一  ８番 三田敏和 

 ９番 安元慶彦 １０番 茂呂孝志 １１番 荒牧弘敏 １２番 宮崎昌宗 

欠席議員（０名） 

─────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の規定による説明のため出席した者の職氏名 

 町長 坪根秀介・ 副町長 岡﨑 浩・ 教育長 道免 隆 

 会計管理者 佐矢野 靖・ 総務課長 永野英憲・ 企画情報課長 堀 綾一 

 開発交流推進課長 熊谷豊司・ 税務課長 堀田京介・ 住民課長 垂水勇治 

 長寿福祉課長 垂水英治・ 子ども未来課長 園田秀秋 

 産業振興課長 円入忠義・ 建設課長 尾崎幸光・ 教務課長 村上英之 

 総務課主幹 宮吉保男 

─────────────────────────────── 

○職務のため本会議に出席した者の職氏名 

 議会事務局長  堀 三好 

 議会事務局   宮野英治 
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○議事日程 

令和２年第２回上毛町議会定例会議事日程（１日目） 

令和２年６月２日 午前１０時００分 開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 報告第 ２号 令和元年度上毛町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

について 

日程第 ５ 報告第 ３号 令和元年度上毛町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告

について 

日程第 ６ 報告第 ４号 令和元事業年度上毛町土地開発公社の事業報告及び決算

について 

日程第 ７ 報告第 ５号 しんよしとみ街づくり有限会社の令和元事業年度の決算

及び令和２事業年度の事業計画について 

日程第 ８ 報告第 ６号 専決処分の報告について（大池公園開発事業西側園路・

たまり場整備工事変更契約） 

日程第 ９ 議案第３５号 専決処分の承認を求めることについて（上毛町税条例の

一部を改正する条例） 

日程第１０ 議案第３６号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度上毛

町一般会計補正予算（第３号）) 

日程第１１ 議案第３７号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度上毛

町一般会計補正予算（第４号）) 

日程第１２ 議案第３８号 工事請負契約の変更契約の締結について（大池公園開発

事業西側園路・たまり場整備工事） 

日程第１３ 議案第３９号 上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第１４ 議案第４０号 上毛町農林水産事業分担金徴収条例の一部を改正する条

例について 

日程第１５ 議案第４１号 上毛町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第４２号 上毛町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運



-3- 

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第１７ 議案第４３号 上毛町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第４４号 上毛町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第４５号 令和２年度上毛町一般会計補正予算（第５号） 

日程第２０ 議案第４６号 令和２年度上毛町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

日程第２１ 議案第４７号 令和２年度上毛町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第２２ 発議第 １号 建設従事者のアスベスト被害の早期救済・解決と被害者

救済基金の設立を検討することを求める意見書（案） 
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○委員会付託 

文教厚生常任委員会 

議案第４１号 上毛町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議案第４２号 上毛町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

議案第４３号 上毛町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

議案第４４号 上毛町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

議案第４６号 令和２年度上毛町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

総務産業建設常任委員会 

議案第３９号 上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

議案第４０号 上毛町農林水産事業分担金徴収条例の一部を改正する条例につい

て 

議案第４７号 令和２年度上毛町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

発議第 １号 建設従事者のアスベスト被害の早期救済・解決と被害者救済基金の

設立を検討することを求める意見書（案） 

 

予算決算常任委員会 

議案第４５号 令和２年度上毛町一般会計補正予算（第５号） 
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○会 議 の 経 過（初日） 

                           開議 午前１０時００分 

○議長（宮崎昌宗君）皆さん、おはようございます。定刻になりました。御起立をお願

いいたします。 

 一礼して御着席願います。礼。 

 ただいまの出席議員は全員です。 

 ただいまから令和２年第２回上毛町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は運営資料を配付しておりますので、御覧ください。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員に、８番 三田議員、９番 安元議員を指名します。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）日程第２、会期の決定を議題とします。 

 本定例会の運営について議会運営委員会委員長に審議をお願いしたところ、５月２

９日に委員会を開催していただき、本定例会の会期を本日から１２日までの１１日間

とする内容の答申をいただきました。 

 お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日から１２

日までの１１日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から

１２日までの１１日間とすることに決定しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）日程第３、諸般の報告を行います。 

 本定例会に提出された議案は、町長から報告５件、専決処分３件、条例改正６件、

補正予算３件、その他１件と議員から意見書１件の合計１９案件であります。 

 次に、本定例会の会期日程を申し上げます。配付しております運営資料６ページを

御覧ください。 

 本日の会議では、町長提出案件の議案を一括上程し、町長からの提案理由の説明を

受け、総括質疑を行います。報告第２号から報告第６号、議案第３５号から議案第３
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８号までの９件については、本日、受理、審議、採決を行います。残りの９件は後で

お諮りし、所管の常任委員会に審査を付託する予定です。また、議員から提出された

発議第１号については、提出者の趣旨説明を受け、質疑を行った後、所管の常任委員

会に審査を付託する予定です。 

 ここで皆様にお願いしますが、本日、受理、審議、採決を予定している議案に対す

る質疑は、後の議案内容の説明の際に行っていただきますよう、御協力をお願いしま

す。 

 ６月４日に本会議を開催し、一般質問を行う予定です。 

 ６月９日に文教厚生常任委員会、総務産業建設常任委員会、予算決算常任委員会を

順次開催したいと思います。 

 ６月１２日に本会議を開催し、各常任委員長から委員会付託案件の審査状況の報告

を受け、討論、採決を行います。 

 ただいま報告しました議会の運営事項については、議会運営委員会に諮問し、決定

を受けておりますので、報告します。 

 地方自治法第１２１条の規定に基づき、町長及び教育長に出席の要求をいたしまし

たところ、お手元に配付の名簿のとおり、説明員の出席報告がありましたので、これ

を許可し、出席いただいております。 

 これで諸般の報告を終わります。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）これから議案の上程を行います。なお、議案の上程に際し、議案

名の朗読は省略します。 

 日程第４報告第２号、日程第５報告第３号、日程第６報告第４号、日程第７報告第

５号、日程第８報告第６号、日程第９議案第３５号、日程第１０議案第３６号、日程

第１１議案第３７号、日程第１２議案第３８号、日程第１３議案第３９号、日程第１

４議案第４０号、日程第１５議案第４１号、日程第１６議案第４２号、日程第１７議

案第４３号、日程第１８議案第４４号、日程第１９議案第４５号、日程第２０議案第

４６号、日程第２１議案第４７号、以上１８件を一括上程します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（坪根秀介君）皆様、おはようございます。 
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 本日ここに、令和２年第２回上毛町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位には公私ともに御多用の中、御参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、昨年１１月１２日に中国武漢市において、原因不明のウイルス性肺炎として

最初の症例が確認されてから既に半年以上が経過しておりますが、この間に世界中で

約６００万人が感染し、３７万人もの人々が尊い命を落とされました。亡くなられた

全ての方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、罹患された方々に心からお見舞い

申し上げます。 

 我が国においては感染拡大防止のため、４月７日から５月２５日までの期間、全国

または一部の地域で緊急事態措置を実施したところですが、国民の皆さんの御協力に

より感染者の増加をピークアウトさせ、減少に転じ、現在、全国４７都道府県全てで

緊急事態宣言は解除されている状況です。しかし、ここ数日は北九州市において医療

機関を中心に５か所でクラスターが発生しており、通勤圏内である本町としても十分

な警戒体制を取る必要があると感じております。 

 厚生労働省によりますと、日本における第一波は３月末から４月中旬であり、その

後、４月下旬から５月初旬にかけて日本に帰国してきた方が、アメリカ経由で侵入さ

せて国内に拡散したというのが第二波という見解でありますが、いずれにせよ、当面

はこの緊張感を緩めることなく、第三波に備え封じ込めることが肝要であると考えま

す。 

 治療薬、抗ウイルス薬、ワクチン等の開発は専門家に頼るしか手はありませんが、

本町のような小さな田舎町だからこそできることもあります。自治会で、家庭で、そ

して一人一人がそれぞれの立場で今できることを粘り強く行い、共通の敵であるコロ

ナウイルスと闘うことです。 

 例えば、ある方は町の給付金でミシンを買ってマスクを作りプレゼントしていると

聞いておりますし、商工会青年部は町の飲食店を盛り上げるため、大池公園で行った

ドライブスルーのこうげエール飯も大盛況でございましたし、今できることをそれぞ

れの立場で行い、その輪が広がることは大変喜ばしいことですし、皆さんの心意気に

感銘を受けたところでございます。 

 本町においての第一波への対策については、全町民がワンチームになれたと思って

おりますし、そして、行政としてスピード感ある対応が取れ、感染者を出していない

ことは、この苦境にあって大きな収穫であったと感じます。地域が一丸となることは、
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コロナに限らず、いかなる試練も乗り越えられる大きな力となれることを改めて確認

できたところです。そして私たちは、定着しつつあるウィズコロナ、コロナとの共存

に加え、この先必ずや訪れるであろうアフターコロナという大きな壁に立ち向かって

いかなければなりません。 

 国際通貨基金ＩＭＦは、２０２０年の世界ＧＤＰ成長率をマイナス３％と予測して

おり、この負の成長率は２００８年のリーマン・ショックをはるかに超える値であり、

１９２９年の世界恐慌以来の大恐慌、いわゆるコロナショックと称されているところ

であります。帝国データバンクは、今年の倒産件数が７年ぶりに１万件を超え、休廃

業は２万５,０００件に及ぶとの見通しを明らかにしました。 

 過去３０年のデータを見ますと、倒産件数と自殺者の数は比例しています。過去の

データを見てみますと１９９８年から２０１１年の１４年間において毎年３万人を超

えていた自殺者も、景気の回復とともに、２０１２年に３万人を割って徐々に減少し、

昨年は２万人程度まで抑えられていましたが、これが倍増するであろうと予測してお

ります。 

 現在、国内でのコロナ感染による死者は、本町総人口に換算しますと１割強程度で

すが、自殺者はその３０倍です。さらに倍増することは何としても阻止しなければな

りません。また、昨今、若者の間ではツイッター等の誹謗中傷に耐えられず、自殺者

が後を絶たない状況もありますが、我々も含め社会全体が、コロナ感染者を含む誹謗

中傷をやめなければ、この負の連鎖を抑えられないと感じます。 

 今、私たちが目指すべきことは、あしたに希望が持てる町、誰もがわくわくする町、

夢を語り、その夢がかなえられる町であり、また、そんな町であるなら誰もが心にゆ

とりがあるはずですし、罹患者を追い込むのではなく、広く優しい気持ちで助け合う

ような気配りのできる人であふれる町になっていくと思っております。そして、堂々

と明るい未来への展望を議論しながら、経済の再建と雇用創出をなすべきと考えます。 

 先ほど述べましたように、１００年に１度のコロナ不況への対応はもとより、多発

する自然災害への備えも忘れるわけにはいきません。こんな時代に縁あって一つの町

の行く末を案じ、共に同じ議場に立つ者同士、協力し合って町民の皆さんに上毛に住

んでよかったと思っていただきながら、一人一人が次世代の模範となることこそが、

今、我々に課せられた最大のミッションではないでしょうか。 

 議員各位には、本定例会において一般質問等で特段の御配慮を賜っておりますこと
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に感謝いたしますとともに、さらなる御理解、御協力を賜りますよう、切にお願いい

たします。 

 それでは、提案理由の説明を申し上げます。 

 今議会に提出しております案件は、報告案件５件、専決処分３件、条例改正６件、

補正予算３件、その他１件の計１８案件であります。 

 順次、御説明いたします。 

 報告第２号、令和元年度上毛町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。令

和２年３月の定例会において御可決いただいておりました残土受入用地整備事業や大

池公園開発事業並びに校内通信ネットワーク整備事業など六つの繰越事業について繰

越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告

するものであります。 

 報告第３号、令和元年度上毛町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について。令

和元年度において計画しておりました上毛町介護予防体操普及啓発動画制作関係業務

並びに南吉富放課後児童クラブ館新築設計業務委託におきまして、避けがたい事故に

より年度内完了ができなかったため、地方自治法第２２０条第３項ただし書の規定に

より事故繰越しによる措置を行いましたので、地方自治法施行令第１５０条第３項の

規定により報告するものであります。 

 報告第４号、令和元事業年度上毛町土地開発公社の事業報告及び決算について。令

和元事業年度の土地開発公社の決算につきましては、前年度同様、一般管理費のみの

執行となっております。また、土地開発公社としての事業につきましては、町と連携

して工業等用地の調査、検討を行っている状況でございます。先般、本案件につきま

しては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面議決により決算等の御承認を

いただきましたので、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により議会に報告する

ものであります。 

 報告第５号、しんよしとみ街づくり有限会社の令和元事業年度の決算及び令和２事

業年度の事業計画について。道の駅につきましては、ふるさと納税の好調に支えられ、

平成３０事業年度においては黒字決算となっておりますが、令和元事業年度において

は、ふるさと納税に対して総務省からの指導による返礼品等の見直しにより大幅な減

収となり、赤字決算となっております。今後は、課題の多い管理体制の再構築を図り

つつ、ふるさと納税を含めた抜本的な改革を検討し、安定した管理、運営体制の構築
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に努めてまいる所存であります。先般、５月２８日のしんよしとみ街づくり有限会社

通常総会におきまして決算等を御承認いただきましたので、地方自治法第２４３条の

３第２号の規定により議会に報告するものであります。 

 報告第６号、専決処分の報告について、大池公園開発事業西側園路・たまり場整備

工事の変更契約でありますが、令和元年９月の定例会で工事請負契約について、また、

令和２年３月の定例会で工期変更及び繰越明許費の御可決をいただいておりました当

該工事において、工期途中５００万円以内の変更契約が生じ、その変更契約について

上毛町議会の委任による長の専決処分事項の指定に基づき４月２８日付で専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により、これを報告するものであります。 

 議案第３５号、専決処分の承認を求めることについて、上毛町税条例の一部を改正

する条例についてですが、地方税法等の一部を改正する法律が令和２年４月３０日に

公布されたことに伴い、本町の税条例の一部を改正する条例を同日付で専決処分した

ので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、これを報告し承認を求めるもので

あります。 

 議案第３６号、専決処分の承認を求めることについて、令和２年度上毛町一般会計

補正予算（第３号）でありますが、国の緊急経済対策の一環として、国民に対し１０

万円の給付を行う特別定額給付金関係経費７億９,３００万円と、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止を目的とした住民へのマスクを配布するための経費として６０５万

円の予算を４月３０日付で専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定に

より、これを報告し承認を求めるものであります。 

 議案第３７号、専決処分の承認を求めることについて、令和２年度上毛町一般会計

補正予算（第４号）でありますが、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣

言を受け、県知事からの休業要請に協力する町内事業者を経営面から支え、感染症拡

大防止策の実効性を高めることを目的とした上毛町新型コロナウイルス感染症拡大防

止休業協力店舗支援金事業の関係費として１,０００万円の予算を５月８日付で専決

処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、これを報告し承認を求め

るものであります。 

 議案第３８号、工事請負契約の変更契約の締結について、大池公園開発事業西側園

路・たまり場整備工事でありますが、最終的な出来高工事費が確定したことにより、

報告第６号で報告いたします契約金額に変更が生じたので、上毛町議会の議決に付す
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べき契約及び財産の取得又は処分等に関する条例第２条の規定により議会の議決を求

めるものであります。 

 議案第３９号、上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありま

すが、今回の改正は新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者

等に係る国民健康保険税の減免に対する財政支援についてが、厚生労働省、総務省、

両省より本年４月８日付で通知されたことに伴い、これに準じて本条例の一部を改正

する必要が生じたため、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を

求めるものであります。 

 議案第４０号、上毛町農林水産事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について

でありますが、原井地区の農村環境整備事業において、平成３０年度整備を行ったた

め池から本年度整備を行うかんがい排水への農業施設の変更に伴い、本条例の一部を

改正する必要が生じたため、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を求めるものであります。 

 議案第４１号、上毛町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります

が、新型コロナウイルス感染症に感染もしくはその疑いのある被保険者等に係る傷病

手当金を支給する基準の創設に伴い本条例の一部を改正する必要が生じたため、地方

自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第４２号、上毛町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例についてでありますが、特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、本条例の一部を改正する

必要が生じたため、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求め

るものであります。 

 議案第４３号、上毛町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例についてでありますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準の改正に伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第９

６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第４４号、上毛町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例についてでありますが、放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準の改正に伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたため、地

方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものであります。 



-12- 

 議案第４５号、令和２年度上毛町一般会計補正予算（第５号）でありますが、今回

の補正額は１億６,９４８万円で、歳入歳出予算総額を６６億４２２万７,０００円と

するものであります。 

 歳出全般では、職員の人事異動等に伴う人件費等の組替えを行っております。 

 その他、主なものとして、総務費では、企画費において、宝くじ助成の交付決定に

よるコミュニティ助成事業補助金を、電子計算費では、地方公共団体情報システム機

構における次期システムへの移行に伴う機器設置委託料を、支所費では、ゆいきらら

における新型コロナウイルス感染症による休業に対する経常的な管理費について基本

協定に基づく分担分を、戸籍住民基本台帳費では、戸籍法の一部を改正する法律に関

わる戸籍附票システム改修委託料を計上しております。 

 民生費では、児童福祉総務費において、会計年度任用職員としてフルタイムで任用

する保育士の人件費及び大平保育所でシロアリが発生したため、その駆除費を計上し

ております。 

 衛生費では、下水道整備費において農業集落排水事業特別会計の繰出金を計上して

おります。 

 農林水産業費では、農業振興費において、強い農業・担い手づくり総合支援事業を

活用し乾燥調製施設の整備を行う法人に対する補助金及び活力ある高収益型園芸産地

育成事業を活用しパイプハウスによるイチゴ高設栽培施設の整備を行う農業者に対す

る補助金を、農地費では、原井地区において福岡県農村環境整備事業により整備を行

うかんがい排水路の工事費を、林業総務費では、森林環境譲与税の目的に即した町有

林の除伐業務委託料を計上しております。 

 商工費では、福岡県の新型コロナウイルス感染症の影響により働く場を失った方々

への支援事業である福岡県緊急短期雇用創出事業を活用し、町内飲食業関係者への支

援を行うための経費、道の駅しんよしとみに創業当初から設置している冷蔵ショーケ

ースが経年劣化により使用不可となったための購入費及び大平楽における新型コロナ

ウイルス感染症による休業に対する経常的な管理費について基本協定に基づく分担分

を計上しております。 

 土木費では、公園管理費において、牛頭天王公園屋外トイレ新設等関係経費を計上

しております。 

 消防費では、非常備消防費において、消防団員退職報償金１２名分を計上しており
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ます。 

 教育費では、事務局費において、５月８日付で退職された国際交流員と９月に就任

予定である国際交流員の人件費を含めた関係経費の組替えを行っております。中学校

費では、上毛中学校生徒の英語力の向上を図るため、福岡県の英語教育強化推進事業

を活用し、英語学習支援員を配置する人件費と学習ソフトの整備費用を計上しており

ます。 

 今回の補正財源につきましては、特定財源としての国庫支出金では、社会保障・税

番号システム整備費補助金と学校安全総合支援事業委託金等合わせて６２４万円、県

支出金では、福岡県緊急短期雇用創出事業交付金、強い農業・担い手づくり総合支援

事業補助金、活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金及び農村環境整備事業費補助

金等合わせて５,４９７万７,０００円、基金繰入金では、ふるさと応援基金からの繰

入金６,６００万円、分担金及び負担金では、原井地区受益者からの土地改良事業分担

金として２５０万円、諸収入では、消防団員退職報償金、自治総合センター助成金等

合わせまして８５２万３,０００円をそれぞれ充当いたしております。 

 一般財源につきましては、地方交付税３,１２４万円を計上しております。 

 議案第４６号、令和２年度上毛町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）であり

ますが、今回の補正額は９万６,０００円で、歳入歳出予算総額８億３,７９５万９,０

００円とするものであります。歳出につきましては、職員の人事異動に伴う人件費の

組替えと、議案第４１号で御説明いたしました新型コロナウイルス感染症に感染もし

くはその疑いのある被保険者等に係る傷病手当金を支給するための経費を計上してお

ります。 

 今回の補正財源につきましては、県支出金である特別調整交付金を充当しておりま

す。 

 議案第４７号、令和２年度上毛町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）で

ありますが、今回の補正額は２２８万６,０００円で、歳入歳出予算総額６,８５２万

３,０００円とするものであります。歳出につきましては、県道新吉富豊前線の拡幅工

事に伴い農業集落排水汚水管の仮設及び布設替えを行うための実施設計委託料を計上

しております。 

 今回の補正財源につきましては、一般会計からの繰入金を計上しております。 

 以上、概略を御説明申し上げましたが、いずれも重要な案件でございますので、慎
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重に御審議をいただき、御承認、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由

の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（宮崎昌宗君）提案理由の説明が終わりました。 

 これから提案理由に対する総括質疑を行います。 

 前にも述べましたが、本日、審議する案件に対する質疑は、後の議案内容の説明の

際に行っていただくよう御協力をお願いします。 

 提案理由に対する総括質疑はありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）質疑なし。質疑なしと認め、町長の提案理由に対する質疑を終了

します。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）次に、議員から提出された議案を上程し、審議を行います。なお、

議案の上程に際し、議案名の朗読は省略します。 

 日程第２２、発議第１号、以上１件を上程します。 

 日程第２２、発議第１号、建設従事者のアスベスト被害の早期救済・解決と被害者

救済基金の設立を検討することを求める意見書（案）を議題とします。 

 提出者に趣旨説明を求めます。 

 廣﨑議員。 

○５番（廣﨑誠治君）皆さん、おはようございます。 

 それでは、趣旨説明を行いたいと思います。 

 建設従事者のアスベスト被害の早期救済・解決と被害者救済基金の設立を検討する

ことを求める意見書についてですが、これにつきましては、全国建設労働組合総連合、

福岡県の建設労働組合京築支部の支部長より要請がございまして提出するものでござ

います。 

 現在、アスベストを大量に使用したことによるアスベストの被害は、多くの国民に

広がっております。これについて現在、裁判等も行われておりますが、九州のアスベ

ストの訴訟では、被告が約８６人で、高裁ではもう勝利しておりまして、全部最高裁

に行っている状況でございます。 

 この被害の救済について、各福岡県の市町村にこういう意見書採択案が提出されて

おりまして、福岡県内でこれに賛同していないのは５市町村です。築上郡、京築管内
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では上毛町だけが採択しておりませんので、今回の提出になったわけでございます。 

 簡単ではございますが、趣旨説明を終わります。 

○議長（宮崎昌宗君）提出者の趣旨説明が終わりました。 

 趣旨説明に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）質疑なしです。質疑なしと認め、提出者の趣旨説明に対する質疑

を終了します。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）これから、本日採決を行う議案の審議を行います。 

 日程第４、報告第２号、令和元年度上毛町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついてを議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（永野英憲君）それでは、報告第２号につきまして、御報告をさせていただ

きます。 

 報告第２号、令和元年度上毛町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。地

方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和元年度上毛町一般会計繰越明許

費繰越計算書について、次のとおり報告をするものでございます。 

 繰越計算書に記載しております２款総務費の残土受入用地整備事業から、９款３項

中学校費の校内通信ネットワーク整備事業までの６事業におきまして、令和元年度か

ら令和２年度に繰越しを行いましたので、繰越計算書を調製をさせていただきまして

御報告をするものでございます。 

 令和２年６月２日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 以上でございます。 

○議長（宮崎昌宗君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）残土受入用地整備事業と大池公園開発事業の繰越明許を行った
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その理由をお尋ねいたします。 

 残土受入れは伐採ができているのかどうなのか、その点も伺います。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（永野英憲君）それでは、私のほうから残土受入用地整備事業の繰越しにつ

きましてお答えさせていただきます。 

 理由につきましては、伐採を行った事業でございます。伐採については現在、処分

を行いますので、その受入先が何年か前の集中豪雨等の影響がございまして一遍に受

け入れられないというようなことがございまして、繰越しをさせていただいたという

ことでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）私のほうから大池公園開発事業の繰越し理由につい

て御説明いたします。 

 この理由につきましては、昨年度のオリンピック等の関係で工事の部材が、調達が

遅れたということで繰越しを行った次第でございます。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかに質疑はございますか。 

 安元議員。 

○９番（安元慶彦君）商工関係の、このプレミアムの関係は、これはあまり人気がない

んじゃないか、繰越しになるということは。そうじゃないか。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）プレミアム商品券の件につきまして御説明を申し上

げます。 

 対象者は町内では１,６６６人おられました。実際に申請を受けて交付決定された

のが４０７名ということで、議員さんのおっしゃられるとおり、申請率から考えます

と、あまり申請がなかったということも否めないかなというふうには考えております

が、それぞれの事情があり、こういった数になったのではないかということで承知し

ております。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかに質疑はございますか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）それでは、以上で質疑を終了します。 

 以上で、本件の報告を終わります。 
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─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）日程第５、報告第３号、令和元年度上毛町一般会計事故繰越し繰

越計算書の報告についてを議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（永野英憲君）それでは、報告第３号につきまして御報告をいたします。 

 報告第３号、令和元年度上毛町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について。地

方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、令和元年度上毛町一般会計事故繰越

し繰越計算書について次のとおり報告するものでございます。 

 事故繰越し繰越計算書に記載をしております３款民生費１項社会福祉費の上毛町介

護予防体操普及啓発動画制作関係業務４１４万円、同じく３款２項児童福祉費の南吉

富放課後児童クラブ館新築設計業務委託１,６３０万円の２事業におきまして、計算

書の説明欄に記載をしております、避けがたい事故により年度内に支出が終わらなか

ったということで、地方自治法第２２０条第３項ただし書の規定によりまして、令和

元年度から令和２年度に事故繰越しを行いました。繰越計算書を調製をさせていただ

き、今回御報告するものでございます。 

 令和２年６月２日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 以上でございます。 

○議長（宮崎昌宗君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 廣﨑議員。 

○５番（廣﨑誠治君）南吉富放課後児童クラブ館新築設計業務委託の建築確認申請を行

う予定であった機関が行政処分を受けたというふうに書いておりますが、どういう行

政処分を受けたのか、新たな機関とはどこになったのか御質問します。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（園田秀秋君）業務停止となった理由につきまして御説明申し上げま

す。 

 建築物の検査の確認審査におきまして、検査員が過失により規定に適合しないこと

を見過ごし、指定検査機関として確認済証を交付したためと確認しております。 
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 それから、新たな委託先でございますけども、現在委託している申請機関につきま

しては、元国交省の外郭団体でもあるため信頼性は高いというふうに認識しておりま

す。最初の申請機関とともに国土交通大臣指定の２６社に入っている検査機関で、全

国で営業することが可能であることから当該検査機関に委託しているものと確認して

おります。 

○議長（宮崎昌宗君）廣﨑議員。 

○５番（廣﨑誠治君）名前は公表できないんですか。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（園田秀秋君）新たな委託先につきましては、ベターリビングという

会社でございます。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかに質疑はございますか。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）この機関は、いつ頃かかるんですか。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（園田秀秋君）確認申請につきましては、近日中に下りるというふう

に確認しております。６月上旬ということで確認しております。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）それでは、質疑を終了します。 

 以上で、本件の報告を終わります。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）日程第６、報告第４号、令和元事業年度上毛町土地開発公社の事

業報告及び決算についてを議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）それでは、報告第４号につきまして御説明申し上げ

ます。 

 報告第４号、令和元事業年度上毛町土地開発公社の事業報告及び決算について。令

和元事業年度上毛町土地開発公社の事業報告及び決算について、地方自治法第２４３

条の３第２項の規定により別紙のとおり報告する。 
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 令和２年６月２日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 それでは公社議案書の１ページをお開きください。 

 まず、事業の概要でございます。朗読により説明とさせていただきます。 

 令和元年度の日本経済は、海外経済の減速等を背景に外需が弱いものの、雇用、所

得環境の改善等により、内需を中心に緩やかに回復している。令和元年１０月に実施

した消費税の引上げに当たっては、経済の回復基調に影響を及ぼさないといった観点

から、軽減税率制度や臨時特別の措置など各種の対応策が実施された。 

 福岡県内においては、企業立地件数が２８件と減少しているものの、立地面積は５

６.３ヘクタールと増加し、食料品製造業や輸送用機械器具製造業等を中心に、立地面

積については３年連続で５０ヘクタールを超え、工業用地の高い需要を示した数値と

なっている。 

 本公社においては突発的な民間企業の案件に対応するため、工業等用地の先行取得、

造成の必要性を認識し、町が事業主体となって実施することとなった成恒地区工業等

用地造成事業を支援するとともに、今後も引き続き工業等用地の調査及び検討を行い、

町と連携しながら企業誘致の実現に向け、引き続き対応を行っていくこととした。 

 以上が事業の概要でございます。 

 次に、理事会の議決事項等でございますが、お示ししております２回の理事会を開

催していたしております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 登記事項、役員の交代でございますが、登記事項の変更はございません。役員の交

代についてですが、御覧のように監事が交代しております。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 収入、支出、決算でございます。 

 まず、収入でございますが、収入済額で御報告をいたします。 

 １款１項１目基本財産果実１,２５３円。２項１目預金利子０円。３項１目補助金１

３万４,７２０円。１款事業外収入合計が１３万５,９７３円。２款１項１目繰越金１

万３,９９８円で、収入合計１４万９,９７１円となっております。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 支出でございます。これも同じく支出済額で御報告をいたします。 

 １款１項１目費用弁償７万６,０００円、２目旅費８,７２０円、３目事業費、４目
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役務費については支出はございません。５目公租公課費５万円で、１款管理費の合計

は１３万４,７２０円。２款事業支出、３款予備費については支出がございません。支

出合計は１３万４,７２０円となっております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 財務諸表、貸借対照表でございます。資産合計及び負債、資本合計、それぞれ５０

１万５,２５１円となっております。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 損益計算書でございますが、当期純利益は１,２５３円となっております。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 キャッシュフロー計算書でございますが、現金及び現金同等物期末残高につきまし

ては５０１万５,２５１円となっております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 令和元事業年度余剰金処分計算書でございます。当年度末利益余剰金１万５,２５

１円につきましては、次期繰越準備金として処分させていただいております。 

 次に、１０ページをお願いいたします。 

 財産目録でございます。令和２年３月３１日現在の正味財産は５０１万５,２５１

円となっております。 

 次のページ以降、１１ページから１５ページに附属明細表をつけさせていただいて

おります。 

 資産、負債及び資本の区分、収益及び費用の区分、販売費及び一般管理費、最後の

１６ページに、監査員の意見書を添付させていただいております。御確認をお願いい

たします。 

 以上で、報告第４号の御説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（宮崎昌宗君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 峯議員。 

○７番（峯 新一君）土地開発公社、重要なものだとは思うんですけど、毎年報告され

るのは年２回の会議と幾ら関係者に払ったというその明細しかないんですよね。ただ、
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年２回の会議を持つ中の、その内容というのを教えてください。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）基本的には事業計画、そして決算が主なものになり

ますが、成恒地区の、御承知のとおり、工業等団地につきましては御助言、御指導賜

りながら、土地開発公社と行政が連携しながら事業を進めてまいったということでご

ざいます。 

○議長（宮崎昌宗君）峯議員。 

○７番（峯 新一君）ある意味、もうこれ、企画なら企画に吸収して、大きな問題が起

こったときに、載ってる皆さんに寄ってもらっての意見交換というのでいいんじゃな

いかなと思うんですけど。何かもったいないような気がする。どうでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）議員さんがおっしゃられるとおり、前までは土地開

発公社による用地の先行取得ということで事業を進めてきたという経過がございます。

ただ、今般上げさせていただいてるとおり、成恒地区等造成工事につきましては上毛

町が事業主体となって行うという方法もございます。公社内の中で去年もちょっと委

員の方に投げかけましたが、存続についても、そろそろ考える時期であるかもしれな

いという認識は持っております。ただ、委員の皆様方には貴重な御意見、御助言を賜

ってますので、今後どうしていったらいいのかということは土地開発公社の中で考え

ていきたいということで考えております。 

○議長（宮崎昌宗君）峯議員。 

○７番（峯 新一君）何かあまりにも単純な作業の中での一環でしかないような気がし

て、会議があれば会議録あたりも提出してもらえば、その内容が分かりやすいんで、

これからそういうのができないもんかどうか、お願いします。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）土地開発公社につきましては、町の諮問を受けて協

議を行う機関であるということで承知しております。現段階におきましては、町のほ

うに報告ということで要請がございまして、町のほうから御説明ということになるん

ではなかろうかというふうに考えております。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかにございますか。 

 廣﨑議員。 
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○５番（廣﨑誠治君）今、峯議員もおっしゃられましたけど、土地開発公社の存在意義

が、前、友岡議員がたしか質問したと思いますけど、なくなってるんじゃないかな。

もう特別会計と一般会計で土地の取得等全部やってますんで、解散するという方法は

ないのか。 

 それと、役員名簿についてですね。これ、多分、充て職になっとるんかなと思うん

ですけど、役員の変更等は考えてないのか。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）先ほども御答弁申し上げましたとおり、解散のこと

をこの場で私が答えることはできませんが、昨年も友岡議員のほうから御指摘があっ

たということは承知しております。 

 今年度につきましては、委員の方々と御相談しながら方向性について考えていきた

いと思っております。ただ、この数字だけしか上がってないことでちょっと誤解され

がちなんですが、土地開発公社の委員の方々には御助言、御指導を多分に承っておる

ということは言っておきます。 

 役員の改選については、今のところ考えておりません。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかにありますか。 

 宮本議員。 

○６番（宮本理一郎君）ただいま２人の議員が、私から言わせれば非常に軽率な発言だ

と思います。町長が２０４０年１万人構想、町活性化構想を打ち立てて、現在進行形

で進んでいる現状において、公社の存在というのはそのベースにあって、いろんな需

要に対して積み重ねていってるわけでございます。形に、あるいは数字に現状出てな

いかもしれませんが、今後大きな立地の問題、工場誘致の問題、いろんな分譲の問題、

体育館の問題等々あります。そういったことを考えた場合に、この町に公社が存在す

るか存在しないかというのは大きな問題だと、私はそう思うんです。 

 ですから、現状を維持し、基礎固めをして、いざというときに公社のその力を発揮

すべく継続すべきだと私は存じます。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかに質疑はございますか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）これで質疑を終了します。 

 以上で、本件の報告を終わります。 
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─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）日程第７、報告第５号、しんよしとみ街づくり有限会社の令和元

事業年度の決算及び令和２事業年度の事業計画についてを議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）それでは、報告第５号について報告をさせていただきま

す。 

 報告第５号、しんよしとみ街づくり有限会社の令和元事業年度の決算及び令和２事

業年度の事業計画について。しんよしとみ街づくり有限会社の令和元事業年度の決算

及び令和２事業年度の事業計画について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に

より別紙のとおり報告する。 

 令和２年６月２日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 内容につきましては、５月２８日に開催されました、しんよしとみ街づくり有限会

社の総会において承認された資料に基づき報告をさせていただきます。 

 まず、令和元事業年度の道の駅しんよしとみの売上げ実績でございますが１億２,

４３１万６５１円で、前事業年度より２億７,９１６万５,７９４円の減額となってお

ります。これは後ほど部門別で報告させていただきますが、ふるさと納税事業の売上

げが前事業年度より２億８,０１８万１,９７１円の減額となっており、ふるさと納税

事業の売上げ減が要因となっております。 

 それでは、決算報告書の２ページをお開きください。 

 貸借対照表でございます。資産の部でございますが、現金や預貯金など流動資産の

計が４,７１２万８,６７３円、建物附属施設など出資金を含めた固定資産が９２３万

２,３８３円、繰延資産が９６万４,５４６円で、資産合計が５,７３２万５,６０２円

となっております。 

 続いて３ページをお開きください。 

 負債の部でございますが、買掛金、未払費用などの流動負債が１,４７５万３,１７

６円、長期借入金の固定負債が１,０５６万円で、負債合計が２,５３１万３,１７６円

となっております。 

 次に、純資産の部でございますが、資本金が２,０５０万円、繰越利益剰余金につい

ては１,１５１万２,４２６円となっており、純資産合計は３,２０１万２,４２６円と
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なっております。８ページに添付しております株主資本等変動計算書の純資産合計額

と同額でございます。また、３ページの負債、純資産合計額が、２ページの資産合計

額と同額の５,７３２万５,６０２円となっております。 

 ４ページをお開きください。 

 損益計算書でございます。この表の右枠の上段に記載しております１億２,４３１

万６５１円が先ほど冒頭で説明させていただきました売上高の合計で、対前年度比で

２億７,９１６万５,７９４円の減となっております。また、同じ枠内の下段に記載し

ております売上原価は７,０２９万３,０６０円となっており、対前年度比で２億４,

５０２万２,８８２円の減となっております。中枠の売上総利益金額は５,４０１万７,

５９１円で、対前年度比で３,４１４万２,９１２円の減となっております。 

 それから、販売費及び一般管理費につきましては６,２９６万３,８１４円となって

おり、前年度より３３７万６,１９９円の減となっております。 

 売上総利益金額との差マイナス８９４万６,２２３円が当期の営業損失金額となっ

ており、前年度より３,０７６万６,７１３円の減額となっております。営業利益金額

に営業外収益の６２万４,３８０円を加え、営業外費用の１３万２,３３８円と、訴訟

関係費用の特別損失５５万円と、法人税、住民税及び事業税１９万２３円を差し引い

たマイナス９１９万４,２７６円が、当期の純損益金額となっております。前年度より

３,３１１万２,２８１円の減額となっております。 

 ５ページをお開きください。 

 部門別の損益計算書です。物産館につきましては、純売上高が９,３１３万５,３３

４円、売上原価が５,６２９万５,２１５円となっており、売上総損益金額が３,６８４

万１２９円となっております。売上総損益金額から販売費及び一般管理費の４,６３

４万３,２１１円を差し引きますと、営業損益金額マイナス９５０万３,０８２円とな

り、営業損失金額に営業外収益を加え、６ページに記載しております訴訟関連費用で

ある特別損失５５万円と法人税を差し引いたマイナス９６３万３,１４７円が、当期

の純損益金額となっております。前年度より１６４万４,０２５円赤字が増えており

ます。 

 また、平成３０年度にふるさと納税により大きな収益を上げることができ、均等割

以外の法人税を納税しております。令和元事業年度が赤字であったため、今後１７２

万９,２５０円が還付されることとなっております。 
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 次に、フィエロにつきましては、純売上高が２,５１４万４,１９３円で、売上原価

が８２８万２,０４５円となっており、売上総損益金額が１,６８６万２,１４８円と

なっております。売上総損益金額から販売費及び一般管理費を差し引きますと営業損

益金額２５万２,８０７円となります。営業損失金額に営業外収益を加え、営業外費用

を差し引いた１３万４,８１９円が、当期の純損益金額となっております。 

 次に、ふるさと納税につきましては、純売上が６０３万１,１１４円、売上原価が５

７１万５,８００円となっており、売上総損益金額が３１万５,３１４円となっており

ます。フィエロと同様の計算をいたしますと、当期の純損益金額については、法人税

等については物産館で計上していますので、営業損益金額と同額の３０万４,０５２

円となっており、前期より２,９９５万７,６２４円の減額となっております。しんよ

しとみ街づくり有限会社としての当期純損益金額はマイナス９１９万４,２７６円と

なっており、前年度より３,３１１万２,２８１円の減額となっております。 

 ７ページをお開きください。 

 販売費及び一般管理費の科目別の明細となっております。先ほど説明させていただ

いたとおり、前年度より３３７万６,１９９円の減額となっております。御確認いただ

ければと思います。 

 次に、８ページをお願いします。 

 株主資本等変動計算書でございます。当期純損失金額マイナス９１９万４,２７６

円を計上し、当期末の純資産合計が３,２０１万２,４２６円となっております。この

計算書の数値を、３ページの貸借対照表の純資産合計額に計上しております。 

 ９ページに、お金の流れを明記したキャッシュフロー計算書を添付しております。 

 一番下に記載しております現金及び現金同等物、期末残高が４,１４９万９,６６８

円となっておりますので確認していただきたいと思います。この金額が現金として使

用できる金額となります。 

 １０ページから１２ページに、令和２年度の事業計画を添付させていただいており

ます。 

 町の農業振興の基幹施設としての物産館の立ち位置を再認識し、農業者の所得、生

産意欲の向上といった本来あるべき姿を求め、出荷品目の拡大に努め、ふだん使いの

施設として利便性を強調し、集客の増と利益額を求めることを昨年と引き続き基本方

針としております。 
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 部門別では、物産館の物販事業としては、町内外を問わず良質の生鮮確保を図り、

農産物直売所としての原点に返り、お客様のふだん使いの頻度を高めていくこととし

ております。特産物の開発事業としては、一定の収穫が見込まれる町内産レモンの産

地化を、行政、民間事業者と一体となって販売を促進し、イベント事業では、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し、状況により広場を使った高校生や大学

生等若い世代をターゲットとしたイベントや、昨年非常に好評でございました大ノ瀬

官衛遺跡の花公園整備によるＰＲを強化し、認知度を高め、顧客の拡大、獲得を図り

ます。その他の事業として、ホームページやＳＮＳなどの情報メディアを活用し、発

信力を強化することとしております。 

 次に、飲食事業、フィエロ関係でございます。季節ごとの様々なイベントを実施し、

中津、豊前エリアでの認知度を図り、売上げ増につなげることとしております。町内

産農産物を利用した新規メニューを開発し、上毛町らしさを全面的にアピールします。

また、テークアウトによる売上げ向上のため、雨の日特典など気候に合わせたメニュ

ーイベントを展開します。 

 ふるさと納税につきましては、国の動向を注視しながら新たな返礼品を整え、ニー

ズに対応できる体制の整備を図ることとしております。 

 また、その他の事業としては、高齢者向け食品等宅配サービスモデル事業、大ノ瀬

官衛遺跡を活用し、飲食施設等の利用率の向上を図り、前年以上の収益を上げ、会社

の安定的な経営強化を目指すこととしております。 

 次に、１３ページから１４ページに、令和２事業年度収支予算でございます。 

 初めに、１３ページの収入の部でございます。 

 基本的には前年度の決算額を基準に積算しております。売上等収入、飲食施設等収

入については、昨年度の実績の１０％から３０％の増を見込んでおります。その他の

収入については、指定管理料、委託管理料、これは宅配分になるんですが、賃借収入

については、前年と同額の予算を計上しております。 

 また、委託管理料、緊急雇用分については福岡県緊急短期雇用創出事業を活用し、

町内飲食業関係者への支援を行うための委託管理料として１００万円、雑収入には法

人税還付金の予定額を含む２２０万円を計上し、収入合計７,６６３万２,０００円を

計上しております。 

 次に、１４ページをお開きください。 
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 支出関係でございます。人件費、管理費につきましては、実績に基づきそれぞれ３,

４００万２,０００円と３,０００万７,０００円を計上しております。 

 次に、商品仕入れでございます。これはフィエロの原材料費に当たるもので、２,７

３０万円の売上げに対して原価率を３４％として９２０万円を計上しております。こ

の３４％につきましては過去の実績によるものでございます。 

 次に、融資返済額については、フィエロ開店時に借入れをした返済金として１８６

万円を計上しております。支出合計は７,５０６万９,０００円となっており、収支の

差引きによる利益見込額を１５６万３,０００円と見込み、予算を編成いたしており

ます。 

 １５ページに、監査報告書を添付しております。 

 次に、別にお配りしております追加資料について説明をさせていただきます。 

 まず、１枚めくっていただきますと、この資料につきましては先ほど説明させてい

ただいた内容を取りまとめた資料となりますが、まず、報告第５号に添付をしており

ます４ページの損益計算書の売上高関係についてでございます。 

 令和元事業年度の売上高は１億２,４３１万６５１円で、前年度売上は４億３４７

万６,４４５円でしたので２億７,９１６万５,７９４円の減額となっております。こ

の額は、損益計算書のふるさと納税売上高を御覧いただきたいと思いますが、令和元

事業年度の売上高は６０３万１,１１４円、前年度の売上高は２億８,６２１万３,０

８５円、２億８,０１８万１,９７１円の減額となっておりますので、売上高の減額は

ふるさと納税の売上高の減額によるものとなっております。 

 また、ふるさと納税関係については、支払手数料等の諸経費は必要となりますが、

ふるさと納税売上高から、ふるさと納税仕入れを差し引いた金額が損益金額となりま

す。前年度と比較しますと、約２,９９０万円の損失となっております。しんよしとみ

街づくり有限会社の純損失金額が、前年度と比較し約３,３１０万円となっておりま

すので、この件についても９割以上がふるさと納税の売上減が影響しているというこ

とになっております。 

 次に、生産者手数料関係ですが、前年度と比較して１７６万円の減額となっており

ます。この件については町内商業部の減少分が１８４万円、ふるさと納税による減少

分が４８万円、合計しまして約２３２万円の減額となりますが、決算としては約１７

６万円の減額となっております。差額の５６万円については、町内生産者が貢献して
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いただいた結果が売上げに結びついたものと考えております。 

 また、店内の商品の充実を図り、ふだん使いの施設としてのアピールを行うため、

町内生産者が生産していない農産物や品薄となっている商品を仕入れすることを強化

しております。その点については、委託売上高と委託仕入高の関係になります。売上

高から仕入額を引いた金額が収益となりますので、前年度より約１６０万円の増収と

なっております。生産者手数料の増を目指し、委託売上げによる収益の増をさらに強

化し、今後もふだん使いの施設として利用していただけるよう展開を行ってまいりた

いと考えております。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議長（宮崎昌宗君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 安元議員。 

○９番（安元慶彦君）貸倒引当金、この中身はどういうことになってるのか。特に、監

査員がこの点について指摘をしている内容はどういう内容になってるんですか。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）貸倒引当金につきましては、貸倒損失によるリスクに備

え、損失になるかもしれない金額を予想して、あらかじめ計上すると。そういったも

のを引当金という形で会計上はなっております。貸倒れとは、取引先の倒産などの理

由で債権を回収できないなど、そういった損失を貸倒損失と呼ぶというふうになって

おります。今回上げておるものにつきましては、昨年、説明をさせていただきました

元社員による不祥事による自動販売機の一時金の収入について、それと販売手数料に

ついて、貸倒引当金マイナスという形で計上させていただいております。 

 この点に監査員のほうからは、今後この金額は会計上どうするのかということでな

っておりますが、現在この件につきましては係争中でございますので、当面の間こう

いった形で貸倒引当金としての計上となると。ただ、そういったところ、分からなく

ならないように明確にするよう監査員から指導はございました。 

○議長（宮崎昌宗君）安元議員。 

○９番（安元慶彦君）これは、そうしますと、商い上の、物を売った、その金がもらえ

ないとかいう、本質的な違いがあるんじゃないかと思いますよね。そういうのもここ
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に上げて処理せなならんという、そういうことになってるわけですか。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）会計上、貸倒引当金につきましては、不正があった場合

とか、そういった部分で将来的に欠損になる可能性の高いものとして、会計上はこう

いった名目で上げることとなっているというふうに、会計士のほうから指導をいただ

いております。 

○議長（宮崎昌宗君）安元議員。３回目です。 

○９番（安元慶彦君）この件については刑事上、それから民事のほうはどういう形で提

訴をやってるんですか。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）現在、自動販売機設置の一時金については刑事訴訟と、

自動販売機設置の一時金の賠償補償請求ということで民事の訴訟を行っております。

会社側から刑事告訴と民事訴訟を提訴しているということなんですが、今まで、民事

訴訟については４回、双方の言い分のやり取りといいますか意見を交わしている部分

がありますが、５回目が５月２２日に予定されておりましたが、コロナ感染症の関係

により現在は止まっている状況でございます。 

 刑事訴訟につきましては、豊前署のほうに刑事告訴状を提出し受理されましたので、

今、豊前警察署のほうで捜査を継続中という報告を受けております。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかに質疑ございますか。 

 三田議員。 

○８番（三田敏和君）一つだけ確認させてください。ふるさと納税が減少の中で非常に

苦しい運営になっておりますが、令和２年度の予算で、売上げ等の収入が３００万ぐ

らいしか増えてない状況の中で人件費が約３８０万ほど増えてるというような形にな

っておりますが、このやりくりちゅうか、人間を増やすとか何かそういうことなのか、

その内容を説明してください。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）人件費につきましては、新たな採用ということではなく

て、現在の方々の分ということとなっております。前年度の実績で、まず、フィエロ

の従業員につきまして、正社員にした関係で増えた部分というものもございますので、

昨年度の実績に応じて予算計上しております。 
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 また、訴訟関係で１点、しんよしとみ街づくり有限会社のほうが訴訟を起こされて

いる件がございます。これは未払賃金ということで、残業手当等ということも含まれ

ておりますので、社労士の先生方と相談した上で適切な賃金の支払いをするようにと

いう指導もございましたので、その関係で人件費が上がっているということでござい

ます。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）その未払金というのはどのくらい含んでるんですか。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）その分は、訴訟を今、係争中でございますので詳しい答

弁は控えさせていただきたいんですが、予算の中にはまだ、会社としてはその分を払

うという決定を受けておりませんので、予算には計上いたしておりません。 

○議長（宮崎昌宗君）廣﨑議員。 

○５番（廣﨑誠治君）フィエロのシェフは、吉武シェフが退職されて新しくシェフが採

用されたと思うんですけど、吉武シェフに払いよった委託料というか、アドバイザー

料、月３３万払っとった分はどこに消えたんですかね。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）その分につきましては、外注委託料というものが計上し

ていると思いますが、前のシェフにつきましては、昨年度予算との対比ですので昨年

９月までの分の予算を計上いたしており、１年分の予算計上との比較になっておりま

せん。その点で減額が大きく見えないというふうになっております。 

○議長（宮崎昌宗君）廣﨑議員。 

○５番（廣﨑誠治君）外注委託費１６５万がマイナスになって、今度給与手当が１６５

万増えたという形になってますが、その金額をそのまま上げたということですか。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）もちろん、１人シェフが減ったわけですから補充しなけ

ればならない状態ではございます。ただ、この件についてはたまたま金額が一緒にな

ったというだけでありまして、給料については前年度の実績に応じて組んでいるもの

と、新たに１人採用した場合の予算ということで組んでいます。たまたま１６５万と

いうふうになったというものでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）廣﨑議員。３回目です。 
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○５番（廣﨑誠治君）ということは、吉武シェフと同じ給料を支払ってということなの

かなと思いますが、それともう一つ、今日頂いた資料の中で商品確保対策で、商品が

ない分をほかより仕入れるという形で説明がございましたが、この分というのはどう

いうところから仕入れるんですかね。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）この商品仕入れにつきましては、現在町内の商業部の方

も協力していただいている部分もございますし、商品仕入れにつきましては町外とい

う取扱いになりますので町外の卸業者あたりに協力をお願いするということでござい

ます。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかに質疑はございますか。 

 髙西議員。 

○１番（髙西正人君）フィエロのところで聞きたいことがあるんですけども、売上原価

のところが３２.９％となっています。今後の事業展開のところで原価率の改善等を

図るというふうになっておりますが、現状でも３２.９％でおいしさを維持するとい

うのはなかなか頑張ってるところなんじゃないかと思いますし、かなり厳しいハード

ルと思いますが、この辺りは具体的に何か既にお考えのところはあるのでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）フィエロの原価につきましては、売上げの３４％で予算

を計上させていただいております。その点については、いろいろな商品ロス等の関係

もございましたので、そういった点も十分見直していただくということでやっており

ますし、ただ、原材料の見直しによって、ピッツェリアの味が落ちてはならない、品

質が落ちてはならないということは思っておりますので、そういったところを踏まえ

た上で節約できるものは節約してもらいたいと考えているところでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）髙西議員。 

○１番（髙西正人君）ありがとうございます。もう１点フィエロですけども、そちらに

も若干関連してくるところなんですが、棚卸の金額が、金額的に結構大きな金額にな

っているように思われます。具体的にどういったふうな商品が。期首と期末とそう大

きな変動はないと思うんですが、期末に残ってる中で金額の大きなものとはどういっ

たものがあるんでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 
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○企画情報課長（堀 綾一君）期末の棚卸額に大きく影響しているものは、チーズがか

なり高価なものとなっておりますので、大半がチーズということになっております。 

○議長（宮崎昌宗君）髙西議員。３回目です。 

○１番（髙西正人君）では、そのチーズをより安く、同品質の物を買い求めることがで

きるようであれば、原価率にも影響がかなり大きく出てくるというふうに考えられま

すね。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）その点につきましては、先ほども答弁させていただきま

したように、味が落ちてはならない、品質が落ちてはならないというふうに考えてお

ります。ただ、前のシェフからもそういった助言は今後も頂けるというお約束をいた

だいておりまして、今も、今のシェフと前のシェフが連絡を取り合いながらいろんな

指導を受けているということもございます。 

 そういったところで、議員の言われるようなことが可能であれば、原価率を下げて

いくという手法を取って考えていきたいというふうに考えております。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかに質疑ございますか。 

 田中議員。 

○４番（田中唯登志君）販管費を見ると約６,３００万円ぐらいあります。これを考えて、

損益分岐の売上高はどれぐらい見ておりますか。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）今、議員が言われましたのが、販売費及び一般管理費分

で６,３００万のところだと思いますが、それによる利益としましては、先ほど予算

のところで説明させていただいたとおり１６０万円の収益の見込みを立てているとい

うことでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）田中議員。 

○４番（田中唯登志君）いや、そういうわけではなくて、利益ではなくて、要はどれぐ

らいの売上げがあれば、販管費を含めて、要はプラマイのところで行くかっていうこ

とです。例えば、１億５,０００万ぐらいあれば何とかいきますとか、そういう数字

ですよ。 

○議長（宮崎昌宗君）企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）その点につきましては、利益率が個々によって違います
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ので、なかなかこれ幾らがあればということは言いづらい点があると。物産館で売上

げる利益率もあれば、フィエロで売上げる利益率、そういったところで違いますので、

全体で幾らの売上げがあればという話にはなかなか数字的には出てこないということ

になります。 

○議長（宮崎昌宗君）田中議員。３回目です。 

○４番（田中唯登志君）いや、それをある程度含んで計算をしないと、やっぱり商売に

はならないということよね。だから、令和２年度の計画も、かなり厳しい計画と思い

ますよ。だから、絵に描いた餅にならないようにお願いします。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）答弁はいいですか。（「よございます」と呼ぶ声あり） 

 もう３回終わってます。（「さっき答弁漏れがある」と呼ぶ声あり）答弁漏れ、どこ

ですか。（「給料が一緒かどうか」と呼ぶ声あり） 

 企画情報課長。 

○企画情報課長（堀 綾一君）前のシェフと同額には予算計上はいたしておりません。 

○議長（宮崎昌宗君）それでは、以上で本件の報告を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は１１時４０分からです。 

                           休憩 午前１１時２４分 

                           再開 午前１１時３８分 

○議長（宮崎昌宗君）それでは、皆さんおそろいですので、休憩を解き、会議を再開い

たします。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）日程第８、報告第６号、専決処分の報告について（大池公園開発

事業西側園路・たまり場整備工事変更契約）を議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）報告第６号につきまして御説明申し上げます。 

 報告第６号、専決処分の報告について。令和元年９月３日付議案第４９号及び令和

２年３月３日付議案第１号をもって議決された工事請負契約の締結に係る議決内容の

一部変更について、地方自治法第１８０条第１項の規定により別紙のとおり専決処分

したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 
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 令和２年６月２日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 次のページをお開きください。 

 専決処分書でございますが、大池公園開発事業西側園路・たまり場整備工事の当初

契約金額２億１,３４０万円を、４８１万９,１００円増額して２億１,８２１万９,１

００円の変更契約をするため、上毛町議会の委任による長の専決処分事項の指定に基

づき４月２８日付で専決処分を行ったものでございます。 

 変更の工事概要につきましては、お配りしております６月議会説明資料の２ページ

をお開きください。 

 資料左側に概要を図示しております。主な変更工事内容につきまして、黄色で図示

しております敷鉄板、進入路拡幅工事として２８万６,２００円、薄い黄色で図示して

おります改良材散布、混合工事費として２８７万６,５００円、緑で図示しております

支障木伐採処分工事として１８７万円等となっております。合わせて４８１万９,１

００円の増額をお願いしております。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮崎昌宗君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 廣﨑議員。 

○５番（廣﨑誠治君）この支障木とかいうのは最初に計画した段階で分かってたんやな

いんですか。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）議員御質問の支障木についてですが、そこに図示し

ておりますとおり、木の根元のところにつきましては工事に関わらないということで、

想定では支障がないのではなかろうかといった感じで考えておりましたが、根の張り

具合等、やはり切らなければいけないということになりまして、今回変更ということ

でございます。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかに。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）たまり場部分が軟弱地盤だということで土を固めてるようです

が、ここは当初から軟弱地盤であったことが問題になってなかったのか。それから、
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そのために現場でどのようなことが起きて追加工事が必要だというふうに判断したの

かお尋ねいたします。 

 それから、入札結果について残り残高は幾らあったのかお尋ねいたします。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）議員御質問の軟弱地盤ということでございますが、

軟弱地盤につきましては調査をしております。そして、支柱くいを打つために、この

くらいのくいの深さということを工事しております。今回上げております改良材につ

きましては、大型重機、Ｌ型擁壁、そして支柱杭等を設置するときに、その地盤、東

側の土を持ってきて埋めてるんですが、水分量が多く、重機設置に耐えられないとい

うことでございましたので、今回、専決処分をして変更しているものでございます。 

 入札の結果ということでございますが、それは徳倉建設のほうに……。（「残り残高」

と呼ぶ声あり）残額ですが、今御説明しております、そして、次に議案で御説明を申

し上げる予定でございます変更契約等を差し引きますと６００万ほどの残がございま

す。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかに質疑ございますか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）これで質疑を終了します。 

 以上で、本件の報告を終わります。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）日程第９、議案第３５号、専決処分の承認を求めることについて

（上毛町税条例の一部を改正する条例）を議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（堀田京介君）それでは、議案第３５号について御説明いたします。 

 専決処分の承認を求めることについて、上毛町税条例の一部を改正する条例につい

て、地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 令和２年６月２日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和２年４月３０日に公

布されたことに伴い、これに準じて本町税条例の一部を改正する必要が生じたため専
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決処分したものでございます。 

 次のページをお願いします。 

 専決第６号、専決処分書をつけています。令和２年４月３０日に専決処分したもの

でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 このページから、上毛町条例第１５号、上毛町税条例の一部を改正する条例を記載

しておりますが、改正内容についてはお手元のほうにお配りしています６月議会説明

資料のほうで説明させていただきます。６月議会説明資料１ページ上段に税条例の一

部改正の内容の説明がございますので、これに沿って説明させていただきます。 

 なお、この改正条例ですが、地方税法の改正のうち令和２年４月３０日施行分につ

いて専決処分とさせていただいています。 

 それでは、今回の改正内容ですが、まず、新型コロナウイルス感染症等に係る先端

設備等に該当する資産の固定資産税の特例ですが、税条例では附則第１０条の２第２

７項が該当条文となります。これについては、生産性革命の実現に向けた固定資産税

の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投

資を行う中小企業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構造物

を加えたもので、適用期限を２年間延長されたものでございます。 

 続いて、軽自動車税の環境性能割の非課税の期間の延長ですが、税条例では附則第

１５条の２が該当条文となります。これについては、軽自動車税環境性能割の税率を

１％分減額する特例措置の適用期限を６か月延長し、令和３年３月３１日とするもの

です。なお、この措置に伴う減収については軽自動車税減収補填特例交付金により全

額補填されます。 

 続いて、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続ですが、附

則第２３条が該当条文となります。これについては、新型コロナウイルス感染症の影

響により令和２年２月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である事

業者に対し、無担保かつ延滞金なしで１年間徴収を猶予できる特例が創設されたもの

でございます。 

 また、前回臨時議会の説明で、専決処分以外の規定については６月議会に提出する

旨説明しておりましたが、前回３月３１日、今回４月３０日の専決処分をさせていた

だいているもの以外の地方税法の改正規定については、その施行日が１０月１日以降
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となるため、残りの改正規定については次回９月議会に改正条例を提出させていただ

きたいと考えております。 

 以上、概略ではございますが、税条例の一部改正について説明を終わらせていただ

きます。 

○議長（宮崎昌宗君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）質疑なし。質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 これから、討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（宮崎昌宗君）全会一致。したがって、議案第３５号、専決処分の承認を求める

ことについて（上毛町税条例の一部を改正する条例）は、原案のとおり承認すること

に決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）日程第１０、議案第３６号、専決処分の承認を求めることについ

て（令和２年度上毛町一般会計補正予算（第３号））を議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（永野英憲君）それでは、議案第３６号につきまして御説明いたします。 

 議案第３６号、専決処分の承認を求めることについて、令和２年度上毛町一般会計

補正予算（第３号）について、地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 
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 令和２年６月２日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 理由でございますが、４月２４日の議会全員協議会におきまして御報告をいたしま

したが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に向けた取組を早急に行う必要が生

じたため、特別定額給付金事業の経費等について４月３０日付で専決処分により予算

措置を行ったものでございます。 

 次のページに、専決第５号といたしまして専決処分書を添付しております。 

 次のページに、令和２年度上毛町一般会計補正予算（第３号）を添付しております。 

 今回専決による補正額につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７

億９,９０５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を６４億２,４７４万７,０００円と

したものでございます。 

 補正予算の内容でございますが、予算書の８ページをお願いいたします。 

 ２款１項１３目の特別定額給付金事業費に、国民１人当たり１０万円を給付いたし

ます特別定額給付金事業関係経費といたしまして７億９,３００万円を予算措置して

おります。 

 次に、４款１項５目の新型コロナウイルス感染症対策費に、感染拡大防止のため住

民１人当たり１０枚のマスクを配布いたします、マスクの購入費といたしまして６０

５万円を予算措置をしております。 

 今回の補正予算の財源でございますが、特別定額給付金につきましては全額国庫補

助金であります特別定額給付金事業補助金を充当しており、マスク購入費につきまし

ては財政調整基金からの繰入金を充当しております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮崎昌宗君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）質疑なし。質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 これから、討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）賛成討論はありませんか。 
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（「討論なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（宮崎昌宗君）全会一致。したがって、議案第３６号、専決処分の承認を求める

ことについて（令和２年度上毛町一般会計補正予算（第３号））は、原案のとおり承認

することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）日程第１１、議案第３７号、専決処分の承認を求めることについ

て（令和２年度上毛町一般会計補正予算（第４号））を議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（永野英憲君）それでは、議案第３７号につきまして御説明をいたします。 

 議案第３７号、専決処分の承認を求めることについて、令和２年度上毛町一般会計

補正予算（第４号）について、地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 令和２年６月２日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 理由でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取組を早急に行

う必要が生じたため、新型コロナウイルス感染拡大防止休業協力店舗支援金について

５月８日付で専決処分により予算措置を行ったものでございます。 

 次のページに、専決第７号といたしまして専決処分書を添付いたしております。 

 次のページに、令和２年度上毛町一般会計補正予算（第４号）を添付しております。 

 今回、専決による補正額につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,０００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を６４億３,４７４万７,０００円とし

たものでございます。 

 補正予算の内容でございますが、予算書の７ページをお願いいたします。 

 ６款１項１目の商工振興費に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、店舗

の休業に御協力いただける事業者に対しまして支援金を給付するための関係経費とい

たしまして１,０００万円を予算措置させていただいております。この補正予算の財
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源につきましては、財政調整基金からの繰入金ということで充当をしております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮崎昌宗君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 安元議員。 

○９番（安元慶彦君）特定財源として地方創生の関係がありますよね。こういうやつは

これに該当しませんか。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（永野英憲君）今の段階では多分該当すると思いますので、最終的には財源

の変更というようなことにはなろうかと思いますが、今うちのほうについては、一次

で７,４００万でしたか、それぐらいしかちょっと交付が来ておりません。該当する

のがうちの単独の２万円給付した、そういう事業もろもろも該当しますので、その中

での財源の振替というようなことで考えさせていただいております。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかに質疑ございますか。 

 廣﨑議員。 

○５番（廣﨑誠治君）全員協議会で説明がございましたが、その後、申請が出て最終的

には幾らの店舗の方が対象になったか、答えてください。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）全員協議会で御説明申し上げました２３店舗、これ

は変わりございません。金額にいたしまして４７０万円の交付金を出しております。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかに質疑ございますか。 

 三田議員。 

○８番（三田敏和君）協力した店舗に支援金をということで当時説明があって専決処分

されたというのは理解するんですが、４０店舗ぐらいというようなお話でしたが、全

ての企業そのものが今回のコロナウイルスで収入の減少があってるというふうに思う

わけですけども、これにかからない業種は上毛町としてどのくらいあるのか、それを

今後どのように考えているか、ちょっとお聞かせいただいたらありがたいです。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）まず、この交付金に関しましては拡大防止という観
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点から、休業をしていただいた店舗に支援金ということで交付したものでございます。

そしてまた、町内企業さんの中では、この休業に該当しない企業さんは多々あります。

国のほうでは持続化給付金ということで５０％以上の減額が見込まれる場合には、法

人であれば２００万、個人であれば１００万、そしてまた、県の緊急交付金といたし

まして５０％未満３０％以上の減額があれば、法人であれば５０万、個人であれば２

５万という措置がございます。 

 企業全体ということで町内の企業を全てきっちりな数を把握するということはなか

なか難しいことでございますが、直近の２８年の経済センサスでいくと２３０店舗ほ

どあるということで承知しております。だから４０店舗引きますと１９０店舗ぐらい

につきましては、そういった国、県の損失補塡の申請があってるということで承知し

ておりますが、国、県へ直接交付申請ということになっており、まだそこのデータが

公表されていないということで、そこの数については承知しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員、よろしいですか。 

 三田議員。 

○８番（三田敏和君）この際、漏れないように。漏れないようにって行政が言うのはお

かしいのかもしれませんが、非常に苦しい状況がある中で、何とかそういうチーム上

毛でやるためにも、そういう意味合いのことは把握していただきたいというふうに思

います。もういいです。 

○議長（宮崎昌宗君）いいですね。ほかに。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）町の都合で、小中学校の休校で影響を受けた業者が町内に幾つ

かあると思いますが、この業者への財政支援等、特養がコロナの感染予防で行った処

置、例えば、デイサービスを自粛するとか、こういうことでかなり減少になってると

思うんですが、こういうところを調査して財政支援を行う考えがないのかどうかお尋

ねします。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員、この企業協力とちょっとずれてきておりますけど、質

疑が。それ、質問ですよね。それは質問ですよね。 

○１０番（茂呂孝志君）はい。 

○議長（宮崎昌宗君）一般質問でされないですかね。 
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○１０番（茂呂孝志君）その影響があるからね。そこら辺りの考えはどうですかという。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）茂呂議員がおっしゃるとおり、多々苦しい経営を強

いられてる事業者がおるということは承知しております。町として把握できる商工会

と連携して、どういった要望があるのかということは情報交換として承っております。 

 ただ、町の財政規模等、また、コロナが幸いにも発生してないということに鑑みま

して、今の現状、これ以上の措置は考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかに質疑はございますか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（宮崎昌宗君）全会一致。したがって、議案第３７号、専決処分の承認を求める

ことについて（令和２年度上毛町一般会計補正予算（第４号））は、原案のとおり承認

することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）日程第１２、議案第３８号工事請負契約の変更契約の締結につい

て（大池公園開発事業西側園路・たまり場整備工事）を議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）議案第３８号につきまして御説明申し上げます。 

 議案第３８号、工事請負契約の変更契約の締結について、大池公園開発事業西側園
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路・たまり場整備工事請負契約を下記のとおり変更するため、上毛町議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分等に関する条例第２条の規定により議会の議決を

求める。 

 令和２年６月２日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 工事名、大池公園開発事業西側園路・たまり場整備工事。 

 工事場所、大池、上毛町大字下唐原地内。 

 契約方法、指名競争入札。 

 契約金額、変更前２億１,８２１万９,１００円。変更後２億２,３２２万５,２００

円。 

 契約の相手方、福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目８番３１号、徳倉建設株式会社

九州支店、支店長、松熊茂。 

 工期、令和元年９月３日から令和２年６月３０日。 

 理由でございます。大池公園開発事業西側園路・たまり場整備工事に係る建設工事

請負契約について、工事を実施した結果、設計の一部を変更して実施する必要が生じ

たため契約金額の変更について議会の議決を求めるものでございます。 

 変更する工事概要につきましては、お配りしております６月議会説明資料２ページ

をお開きください。 

 資料右側に概要を図示しております。主な変更工事内容につきましては、濃い青色、

両端ですが、図示しております転落防止柵、門扉設置工事費として３１６万８,０００

円、薄い黄色で図示しておりますコンセント増設工事費として、４か所のコンセント

及び２０アンペアから５０アンペアに変更を含め１３４万９,７００円、緑で図示し

ております張芝工事として４２万２,４００円等となっております。合わせて５００

万６,１００円の増額となっております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮崎昌宗君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 廣﨑議員。 

○５番（廣﨑誠治君）転落防止柵の設置というのは、もともと見込まれていた工事だと

思いますが、それに何で門扉が必要になったのか。 
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 それと、張芝も追加になってますが、４月２８日の時点でこの契約、変更契約を一

緒にできなかったのかどうか。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）転落防止柵につきまして、最初にできなかったのか

という御質問でございますが、スロープ、そして階段部、橋の寄りつき設置をする工

事を実際に行うところにおきまして、安全面を確保してやはりつけたほうがいいだろ

うという判断に至りまして変更したものでございます。 

 門扉につきましては、設置したというのはその先のほうに広場がございます。水面

ぎりぎりのところでございまして、ここも将来的には有効活用できるのではないかと

いう判断で門扉を設置させていただきました。 

 議員御質問の張芝につきましては、そこの重機等の搬入路を作る段階におきまして、

ある程度改良を行いまして土のところを埋立ててここも活用できるのではないのかと、

利便性、また、活用方針を考えれば、ここも張芝にしとったほうが管理上、赤土が出

るよりはいいのではなかろうかという活用方針等を考えまして、張芝を行うというこ

とで変更させていただきました。 

 ４月２８日時点におきましては、まだ現場のほうができておりませんでしたので、

そのとき以降そういう結論に達し、判断し、今回変更契約をお願いしているものでご

ざいます。 

○議長（宮崎昌宗君）廣﨑議員。 

○５番（廣﨑誠治君）転落防止柵なんかは前でもできたんじゃないですかね、これ。門

扉をつけるとかいう工事は。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）そこの部分の工事につきましては、最終的な出来上

がりが一番遅い工期のところになりましたので、傾斜、土羽のところの寄りつき等を

現場で見させていただきまして、その時点で判断させていただいたということでござ

います。 

○議長（宮崎昌宗君）いいですかね。 

 三田議員。 

○８番（三田敏和君）コンセントの増設というふうにありますが、新たに造成したんで

したかね。 
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 それと、２０から５０アンペアに電流を増やしたと。どういう目的でこのコンセン

トを利用するのか内容をお聞かせください。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）コンセントにつきましては、当初１か所で、４か所

増えて合計５か所ということで変えさせていただきております。そして、２０アンペ

アから５０アンペアということでございますが、実際に出来上がってきた段階におい

て、活用方針等前から検討しておりますが、やはり利活用を幅広く、交流人口を増や

すためのイベント等を開催するにつきまして、コンセントがあって照明等、夜の催し

等もできるのではないかということで、この点につきましては、利便性、そして利活

用を考えさせていただくときに、やはりあったほうがいいなという判断に至りました

ので変更した次第でございます。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）今、照明というふうに言われましたが、それ以外に利活用がある

のですか。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）例えば音響等、そういった部分で催物をするときの

音響の取付け等々を想定してございます。 

○議長（宮崎昌宗君）いいですかね。 

 ほかによろしいですか。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）転落防止柵についてお伺いいたします。これは特注品なのか規

格品なのか。 

 それから、転落防止柵のメートル当たりの工事費は幾らなのかお尋ねいたします。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）転落防止柵につきましては特注品でございます。 

 メートル当たりの単価につきましては４万７,０００円程度でございます。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）転落防止柵は特注ですということですが、規格品でできなかっ

たのか。 

 それから、メートル当たり４万円ということですが、これまで西側園路で転落防止
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柵があり、これがたしかメートル当たり８万円だったと思いますが、今回のは４万と

いうことで、どこがどう違うんですか。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）転落防止柵につきましては、すみません、私が先ほ

ど答えたのは直接工事の経費でございます。材質については転落防止柵以前つけてる

部分と同じでございますが、今回つけてる分は上のほうにライン照明がついてるもの

でございます。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員、いいですか。 

○１０番（茂呂孝志君）ちょっとよく聞き取れなかったんですよ。 

○議長（宮崎昌宗君）聞き取れなかったみたいです。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）すみません。先ほど御説明した４万７,０００円とい

うのは直接工事費の金額でございます。そして、防護柵については同じものでござい

ますが、ワイヤーを３段から４段にしている部分と、上のほうにライン照明をつけた

転落防止柵ということになっております。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）何で特注じゃないとできなかったのかというお尋ねです。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）ラインのほうは水面に近いということで３本から４

本に変えているという部分の変更と、対岸から目立つように、そしてまた、安全性も

考慮いたしまして上のほうにライン照明ということでつけさせてもらっている関係上、

特注品になったということでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかによろしいですかね。 

 岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）これが、このたまり場の工事に関しては、まず、最後の契約とい

うか追加になるのかどうかっていうのが一つですね。 

 それで大分、全体の状況が分かってきました。私も何回か行ったんですけれども、

ちょっと最終的には分からないのが、車の乗り入れがどこまでできるのかどうか。駐

車場のほうからというか、ログハウスのほうからですね。 

 それと、各種イベントを行うときにやっぱり駐車場っていうところが、前から言っ

てますけれども、少ないんじゃないかなというところで、その辺りの方針が分かれば
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教えてください。 

○議長（宮崎昌宗君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（熊谷豊司君）車の乗り入れに関しましては、園路がございますの

で原則乗り入れはできないということでございますが、イベント等をする臨時的なこ

とであれば、４メートル幅の土で盛った進入路を残すような形にしてますので、イベ

ント等に関しましてはそれを臨時的に使うということは可能かと思います。 

 駐車場に関しましては、議員御指摘のように足りないということがございますので、

検討していかなければいけないということではございますが、その先にまず園路の整

備、そしてトイレ等の整備をまずさせてもらって、並行的に、同時に考えていきたい

というふうに思っています。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかによろしいですか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）これで質疑を終了します。 

 これから、討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

 廣﨑議員。 

○５番（廣﨑誠治君）私は、議案第３８号、工事請負契約の変更について、反対の立場

から討論いたします。 

 大池公園開発事業西側園路・たまり場整備工事費２億１,３４０万円については、私

は２０１９年３月当初予算でも反対しています。この予算は２０２０年に繰り越して、

今回は一月の間に変更工事契約を２回。そもそも入札においては参加一者のみで落札、

競争の原理が働いていない契約なのに、その上、第１回変更２０２０年４月２８日、

今議案２０２０年５月１９日増工と、一月もたたないうちに変更契約を繰り返す、こ

れはおかしいんじゃないかと思います。思いつき工事で何回も変更契約をするのか。

事業計画はないのか、業務怠慢ではないか。 

 そもそも私は、この工事は第２段階の野外ステージの前倒しであると思っているゆ

えに、このような行き当たりばったりの工事手法は到底納得できませんので、このよ

うな理由から、議案第３８号、工事請負契約の変更については反対いたします。 

○議長（宮崎昌宗君）賛成討論はありませんか。 

 宮本議員。 
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○６番（宮本理一郎君）私は本議案に賛成の立場から討論いたします。 

 本町の将来の命運のかかった本町活性化、２０４０年人口１万人構想を実現するた

めには、大池公園整備事業がより充実しますことは、本町が広島・長崎被爆都市中間

点として平和に寄与する事業等、今後様々な展開を開催するにふさわしいメイン会場

を持つことになることと思います。町の発展と住民の集い、住民の憩い、交流人口の

増加、そういった場所の提供は大変価値高く、町の活性化に非常に効果的と考えます。 

 よって私は、本議案に賛成するものでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかにありませんか。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）私は、議案第３８号は反対の立場から討論いたします。 

 このたまり場工事自体全く必要がない工事だということを申し上げて、この議案に

反対いたします。 

○議長（宮崎昌宗君）ほかにありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（宮崎昌宗君）起立多数。したがって、議案第３８号、工事請負契約の変更契約

の締結について（大池公園開発事業西側園路・たまり場整備工事）は、原案のとおり

可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）これから議案の委員会付託を行います。 

 ５月２９日、議会運営委員会の協議結果を運営資料として配付しております。運営

資料の３ページ、委員会付託表を御覧ください。 

 付託案の朗読に際しても議案名の朗読は省略します。 

 議案第４１号、議案第４２号、議案第４３号、議案第４４号、議案第４６号の５件

は文教厚生常任委員会へ、議案第３９号、議案第４０号、議案第４７号、発議第１号

の４件は総務産業建設常任委員会へ、議案第４５号の１件は予算決算常任委員会へ、

それぞれ付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）異議なしと認めます。したがって、お手元に配付の委員会付託表

のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）続いて、各常任委員会の開催日についてお諮りします。 

 運営資料５ページ、委員会日程表を御覧ください。 

 各常任委員会の開催日は、議会運営委員会で決定いただいた日程のとおり決定した

いと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮崎昌宗君）異議なしと認めます。 

 したがって、常任委員会の開催日は、運営資料、委員会日程表のとおり開催するこ

とに決定しました。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれにて散会します。 

                           散会 午後 ０時１４分 

   令和２年６月２日 


